
◎
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
〇
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
二
年
三
月
一
一
日
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
）

○
原
口
国
務
大
臣

市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を

御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
が
引
き
続
き
円
滑
に
行
わ

れ
る
よ
う
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
期
限
を
十
年
間
延

長
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
の
合
併
が
相
当
程
度
進
捗
し
て
い
る
こ
と
等

に
か
ん
が
み
都
道
府
県
等
の
積
極
的
な
関
与
に
よ
る
市
町
村
の
合
併
の
推

進
を
定
め
て
い
る
規
定
等
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。第

一
に
、
法
律
の
題
名
及
び
目
的
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。

法
律
の
題
名
を
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
に
改
め
、
目
的

の
「
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
の
推
進
に
よ
る
市
町
村
の
規
模
の
適
正

化
」
を
「
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
の
円
滑
化
」
に
改
め
る
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

第
二
に
、
市
町
村
合
併
推
進
の
た
め
の
措
置
の
廃
止
で
あ
り
ま
す
。

総
務
大
臣
が
市
町
村
の
合
併
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
指
針
を
定
め
、

当
該
指
針
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
市
町
村
の
合
併
の
推
進
に
関
す
る
構
想

を
定
め
る
こ
と
と
す
る
等
の
合
併
推
進
に
向
け
た
国
、
都
道
府
県
に
よ
る

関
与
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
合
併
後
の
市
と
な
る
べ
き
要
件
は
人
口
三
万
人
以
上
を
有
す
る

こ
と
と
す
る
特
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
合
併
の
障
害
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
事
項
で

あ
り
ま
す
。

自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
が
引
き
続
き
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
地
方

税
に
関
す
る
特
例
や
議
会
の
議
員
の
在
任
に
関
す
る
特
例
等
の
措
置
の
ほ

か
、
合
併
協
議
会
設
置
に
係
る
住
民
発
議
、
住
民
投
票
や
合
併
特
例
区
等

の
制
度
を
存
置
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
合
併
市
町
村
に
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
額
は
、
合
併
年
度

及
び
こ
れ
に
続
く
五
年
度
に
つ
い
て
は
、
合
併
前
の
合
算
額
を
下
ら
な
い

額
と
し
、
そ
の
後
五
年
度
に
つ
い
て
は
、
激
変
緩
和
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
法
律
の
有
効
期
限
を
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延

長
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
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す
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以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
替
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
二
三
日
）

○
近
藤
昭
一
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
が
引
き
続
き
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ

う
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
期
限
を
十
年
間
延
長
す
る

と
と
も
に
、
市
町
村
の
合
併
が
相
当
程
度
進
捗
し
て
い
る
こ
と
等
に
か
ん

が
み
都
道
府
県
等
の
積
極
的
な
関
与
に
よ
る
市
町
村
の
合
併
の
推
進
を
定

め
て
い
る
規
定
を
廃
止
す
る
な
ど
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
十
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
十
一
日
原
口
総

務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
同
月
十
六
日
質
疑
を
行

い
、
こ
れ
を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た

し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す

べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
一
六
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
べ

き
で
あ
る
。

一

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
法
の
目
的
が
、
市
町
村
の
合
併
の
推
進
か
ら

自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
の
円
滑
化
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

関
係
制
度
の
適
正
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

二

近
年
、
市
町
村
合
併
が
政
策
的
に
推
進
さ
れ
て
き
た
経
緯
に
か
ん
が

み
、
合
併
市
町
村
の
行
財
政
運
営
や
住
民
参
加
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
状

況
を
引
き
続
き
調
査
・
分
析
し
、
合
併
市
町
村
の
円
滑
な
行
政
運
営
の

確
保
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

近
年
の
市
町
村
合
併
の
進
展
を
踏
ま
え
、
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
を

積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
支
え
る
に
足
る
地
方
税
財
政

制
度
の
確
立
に
向
け
、
地
方
と
の
誠
実
な
協
議
を
行
う
こ
と
。

四

広
域
的
な
行
政
の
在
り
方
や
市
町
村
合
併
に
よ
り
難
い
小
規
模
市
町

村
に
お
け
る
事
務
執
行
の
在
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
を

進
め
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
二
六
日
）

○
佐
藤
泰
介
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
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す
。本

法
律
案
は
、
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
が
引
き
続
き
円
滑
に
行
わ
れ

る
よ
う
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
期
限
を
十
年
間
延

長
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
の
合
併
が
相
当
程
度
進
捗
し
て
い
る
こ
と
等

に
か
ん
が
み
、
都
道
府
県
等
の
積
極
的
な
関
与
に
よ
る
市
町
村
の
合
併
の

推
進
を
定
め
て
い
る
規
定
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
三
万
市
特
例
を
廃
止
す
る
理
由
、
市
町
村

の
数
の
在
り
方
、
安
定
し
た
地
方
議
会
議
員
の
年
金
制
度
の
確
立
、
小
規

模
市
町
村
の
取
組
に
対
す
る
財
政
支
援
、
国
主
導
に
よ
る
合
併
推
進
の
問

題
点
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
山
下
芳
生
委
員
よ
り
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
四
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
二
五
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努

め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
法
の
目
的
が
市
町
村
の
合
併
の
推
進
か
ら
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併

の
円
滑
化
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
関
係
制
度
の
適
正
な
運
用

に
努
め
る
と
と
も
に
、
自
主
的
な
合
併
を
選
択
す
る
市
町
村
に
対
し
て

必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

二
、
近
年
、
市
町
村
合
併
が
政
策
的
に
推
進
さ
れ
て
き
た
経
緯
を
勘
案

し
、
合
併
市
町
村
の
行
財
政
運
営
や
住
民
参
加
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
状

況
を
引
き
続
き
調
査
・
分
析
し
、
合
併
市
町
村
が
新
た
な
ま
ち
づ
く
り

や
地
域
の
活
性
化
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

三
、
市
町
村
合
併
の
進
展
を
踏
ま
え
、
市
町
村
が
住
民
に
最
も
身
近
な
地

方
公
共
団
体
と
し
て
更
に
自
立
性
を
高
め
る
た
め
、
市
町
村
へ
の
適
切

な
財
源
移
譲
を
伴
う
権
限
移
譲
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
自

主
財
源
の
充
実
等
地
方
税
財
政
制
度
の
確
立
に
向
け
、
地
方
と
の
誠
実

な
協
議
を
行
う
こ
と
。

四
、
事
務
の
適
切
か
つ
効
率
的
な
処
理
の
た
め
の
広
域
行
政
の
在
り
方
や

市
町
村
合
併
を
選
択
す
る
こ
と
が
困
難
な
小
規
模
市
町
村
に
お
け
る
事

務
執
行
の
在
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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三


